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使い方
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４ 作業が終わったら

１ 作業後の手入れ

注意 

●機械の調整や回転部・可動部の付着物の除

去作業などを行う時、第三者の不注意によ

り、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故

を起こす事があります。

ＰＴＯを切り、エンジンを止め、回転部や

可動部が止まっていることを確かめて行っ

てください。

●３点リンクで作業機を持ち上げて点検・調

整を行うとき、第三者の不注意により、不

意に降下し、ケガをする事があります。

トラクター３点リンクの油圧回路をロック

して行ってください。

●使用残りの散布液は、人畜、農産物、水産

動植物に害の無いよう処分してください。

使用後の残った農薬は、密封、密栓し、未

使用の農薬と一緒に保管してください。

(1) タンク内部に残った残液を噴霧して排出

します。タンク内の薬液は圃場で使い切るの

が原則ですが、もし残った場合には、十分な

量の水で希釈した後、環境に配慮して処分し

てください。

(2) タンクに 100程度の清水を入れ、ブーム

を開いて、噴霧圧力 2bar 程度で数分間噴霧

してポンプ・ノズル・配管・ホースを清掃し

ます。

(3) タンクフタのバスケットストレーナおよ

びタンク下部の水抜き栓を清水で清掃しま

す。

(4) タンク下部の吸引フィルタを清掃します。

黄色いキャップを引き出してナイフバルブ

を閉じ、フィルタカバーをねじって外しフィ

ルタエレメントを取り外して行ってくださ

い。

(5) ノズルは定期的に清掃して、摩減・破損し

ていないかを確認し、必要であればすぐに交

換してください。

詰まったノズルは中性洗剤の入った清潔

な温水の中に浸し、柔らかいブラシまたは

エアーで慎重に清掃してください。この際

決してピンやワイヤーなどの鋭利な器具を

用いてはいけません。また、口で吹いて清

掃することは決してしないでください。

(6) ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がな

いか、また、破損部品がないか確認してくだ

さい。異常があれば、ボルトの増締、部品の

交換をしてください。

２ トラクターからの切り離し

警告 

●作業機を着脱するためにトラクターを移動

させる時、トラクターと作業機の間に人が

いると、挟まれてケガをする事があります。

トラクターと作業機の間に人を近づけない

でください。

注意 

●作業機をトラクターに着脱する時、傾斜地

や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラ

クターが不意に動き出し、思わぬ事故を起

こす事があります。

必ず平坦で地盤のかたい所で行ってくださ

い。

(1) トラクターを操作し、本機のメインフレー

ムが地面に接地するまで、本機を下げます。

(2) トラクターのエンジンを止め、駐車ブレー

キをかけてください。

ナイフバルブおよび吸入フィルタ
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(3) PTO 軸からパワージョイントを外します。

(4) トップリンク、右ロワーリンク、左ロワー

リンクの順でトラクターから切り離してく

ださい。

３ 長期格納するとき

本機を長年ご使用頂くためには、保管前のメン

テナンスが欠かせません。下記の項目を遵守して

ください。

1. 機械各部の清掃をしてください。水洗いの際

には圧力計には水がかからないようにビニール

などで覆いをしてください。

2. 磨耗した部品、破損した部品は交換してくだ

さい。

3. 給油個所一覧表に基づき、油脂を補給してく

ださい。

また、回転、回動支点およびパワージョイント

のクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO
軸、PIC 軸、パワージョイントのスプライン、

スライド部にはグリースを塗布してください。

4. 特に寒冷期を迎える前には、凍結による機械

の損傷を防ぐため、下記手順で水抜きを行って

ください。

(1) タンク内の水抜き

①吸引フィルターのナットを回し、フィルタ

カバーおよびエレメントを取り外します。

② 吸引フィルタ中央のシャットオフバル

ブをニードルで矢印の方向に押しタン

ク内の水を完全に抜きます。

(2) ポンプおよび配管・ブーム内の水抜き

① ブームを広げ、トラクターエンジン回

転数をアイドリングにして PTO を駆

動し、ポンプを低速運転させます。

② 通常の散布作業と同様の手順で噴霧を

行い、ノズルから噴霧されなくなるま

でポンプを運転させます。

(3) ノズル内の水はキャップをはずして墳板・

チップを取り出し、完全に乾燥させてくだ

さい。

5. 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し

てさびの発生を防いでください。

6. 調圧弁等のばね類は緩めておいてください。

7. すべてのブームを閉じてください。

8. 本機は、屋内の風通しの良い、地盤の安定し

た平坦な場所に格納してください。なお、化学

薬品等さびの発生しやすいものが保管されてい

る場所は避けてください。
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５ 点検と整備について 
 
調子よく作業するために定期的に行いましょ

う。 
機械の整備不良による事故などを未然に防ぐ

ために、各部の点検整備を行い、機械を最良の状

態で、安心して作業ができるようにしてください。 
 
  

注意     
 
●傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行う

と、トラクターや作業機が不意に動き出し、

思わぬ事故を起こす事があります。 
  平坦で地盤のかたい所で行ってください。 
 ●作業機をあげた状態のまま下にもぐった

り、足を入れたりすると、不意に降下し、 
ケガをする事があります。 
下に入る時は、台などで降下防止をして行 

ってください。 
●点検・整備のために外したカバー類を取り

付けずに作業すると、回転部や可動部に巻

き込まれ、ケガをする事があります。 
 元通りに取り付けてください。 
●３点リンクで作業機を持ち上げて点検・調

整を行うとき、第三者の不注意により、不

意に降下し、ケガをする事があります。 
 トラクター３点リンクの油圧回路をロック

して行ってください。 
●ＰＴＯおよびエンジンを止めずに作業する

と、第三者の不注意により、不意に作業機

が駆動され、思わぬ事故を起こす事があり

ます。 
 ＰＴＯを切り、エンジンを止め、回転部や

可動部が止まっていることを確かめて行っ

てください。 
 

 

 
 

１ 点検整備一覧表 
 

時間 チェック項目 処置 
新品使用 1 時間 全ボルト・ナットの緩み 増し締め 
シーズン開始時 吸入フィルタが正しく装着されているか  

使用毎 
（始業終業点検） 

①機械の清掃 
・タンクフタのバスケットストレーナ 
・吸引フィルタその他フィルタ 

②ポンプおよび各配管、ノズル 
③部品脱落・破損部 
④各部のボルト・ナット・ピン類の緩み 
⑤各部の油脂類 
 

 
 
 
清水を噴霧 
補充、交換 
増し締め 
「2-3 給油個所一覧表」に基

づき給油、給脂 

時間 チェック項目 処置 

シーズン終了後 

①各部の破損、摩耗 
②ノズル等消耗部品 
③各部の清掃 
④回動支点、ピン等の摩耗 
⑤各部の給油、給脂 
 
⑥塗装損傷部 
⑦PIC 軸等無塗装部 
⑧ポンプ・配管類の水抜き 

補修、交換 
早めの部品交換 
 
早めの部品交換 
「2-3 給油個所一覧表」に基

づき給油、給脂 
塗装または油塗布 
グリースまたは油塗布 
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６ 不調時の対応 
 
 作業上、具合の悪い個所がある場合には、現状

を正確に把握した上で下記の項目を参考にして

対策にあたってください。 
 
  

注意     
 
●傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行う

と、トラクターや作業機が不意に動き出し、

思わぬ事故を起こす事があります。 
  平坦で地盤のかたい所で行ってください。 
 ●作業機をあげた状態のまま下にもぐった

り、足を入れたりすると、不意に降下し、

ケガをする事があります。 
 下に入る時は、台などで降下防止をして行

ってください。 

●３点リンクで作業機を持ち上げて点検・調

整を行うとき、第三者の不注意により、不

意に降下し、ケガをする事があります。 
 トラクター３点リンクの油圧回路をロック

して行ってください。 
●不調処置のために外したカバー類を取り付

けずに作業すると、回転部や可動部に巻き

込まれ、ケガをする事があります。 
 元通りに取り付けてください。 
●ＰＴＯおよびエンジンを止めずに作業する

と、第三者の不注意により、不意に作業機

が駆動され、思わぬ事故を起こす事があり

ます。 
 ＰＴＯを切り、エンジンを止め、回転部や

可動部が止まっていることを確かめて行っ

てください。 
 

 

 

１ 不調対応一覧表 
 

状態 原因 対策 

圧力が上がらない。 
圧力計の針が大きく振れる。 
圧力調製が困難である。 

・ 圧力計の口にごみが詰まっている。 
・ 圧力計が故障している。 
・ 吸水ストレーナにごみが付着している。 
・ 吸水系統から空気を吸っている。 
・ 調圧弁にごみが付着している。 
・ 調圧弁が摩耗あるいは故障している。 
・ ポンプの回転が低い。 
・ ピストンパッキンが損傷している。 
・ 墳板の穴が摩耗して大きくなった。 

・清掃。 
・ 部品交換。 
・ 清掃。 
 
・ 点検・調整・交換 
・清掃。 
・ 部品交換。 
・ 適正にする。 
・ 部品交換。 
・ 部品交換。 

クランク室内のオイルがにごる。 
・シールパッキン不良 
・シリンダー取付部に注油していない。 
・オイルが劣化。 

・部品交換。 
・使用前に注油。 
・交換。 

吐出できない。 ・吸入フィルタのナイフホルダが閉じている。 ・正しく開く 
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７ 安全な防除作業実施のために 
 
 防除作業にあたっては、作業者自身の安全と、周辺の安全および環境保全に十分な注意が必要です。 
 下記の防除作業安全基準は、農林省発行の「農作業安全基準」の抜粋ですが、各項目をよく読んで必

ず遵守し、安全な防除作業を行ってください。 
 

防除作業安全基準 
―農林省発行「農作業安全基準」より― 

 
1． 適応範囲 
防除作業に関する事項は、防除機と農薬を使用

して行う作業（以下「防除作業」という。）に従

事するものが遵守すべき事項を示すものである。 
 
2．就業者の条件 

(1)防除作業に従事する者は、使用する機械の操

作及び農薬の取り扱いに十分熟練した者で

あること。また、防除機を装着したトラク

ター及び自走式防除機を運転する者は、必

要な運転免許証を所持している者であるこ

と。 
(2)次に該当する者は、防除作業に従事しないこ

と。 
ア 精神病者 
イ 酒気をおびた者 
ウ 過労、病気、薬物（農薬を含む）の影

響その他の理由により正常な防除作業が

出来ない者。 
工 妊娠中の者 
オ １５才未満の者 
カ 負傷中の者、生理中の婦人等農薬によ

る影響を受けやすい者。 
 
3．保 守 管 理 

(1)機械、器具類 
ア 使用する防除機、トラクター等は、高

性能農業機械点検基準に従って点検整備

し、操従装置のほか、防護装置等の危険

防止のために必要な装置についても、正

常な機能が発揮できるようにしておくと

ともに、付帯部分についても安全な状態

で使用できるよう保っておく等適正な管

理に努めること。 
イ 防除機の点検整備及び修理は、安全な

状態で、かつ、安全な方法で確実に行う

こと。また、屋内でエンジンを運転して

点検整備を行う場合は、換気を適正に行

うこと。 
ウ 防除機に取りつけられている防護装置

等を整備又は修理等で取りはずす場合は

その部分の作動が停止していることを確

認したのち取りはずすこと。また、取り

はずした防護装置等は、必ず復元するこ

と。 
エ エンジンが動いているとき又は過熱し

ているときに、燃料の補給をしないこと、

夜間に給油を行う場合は、裸火等を照明

に用いないように注意すること。 
オ 点検整備に必要な工具類は、適正な管

理をし、正しく使用すること。 
 (2)用具類 

ア 安全のためのヘルメットや農薬の付着

又は吸入を防ぐための適正な農薬散布用

保護衣、保護用ネット又は頭から肩まで

覆うことのできる防水されたずきん、ゴ

ム手袋、ゴム前掛け、ゴム長ぐつ、保護

マスク、保護眼鏡、保護用クリーム等を

完備しておくとともに常に十分な手入れ

を行い、作業時に危険のない完全な服装

で従事できるようにしておくこと。（注

１．注 2） 
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イ 農薬用の計量調剤等の器具類は、なる

べく専用とし、やむを得ず他に使用する

場合には、十分に洗浄すること。 
 (3)農薬 

ア 農薬は、一定の保管箱又は戸だな等に

保管し、必ず錠をかけ、年少者等の手の

届かない安全な場所に保管すること。ま

た、保管している農薬の名称及び毒物、

劇物などの区分並びに保管数量等を記録

しておくこと。 
イ 農薬を別の容器に移しかえた場合には、

必ずその容器に農薬名と毒物劇物の表示

を明記すること。 
ウ 作業に従事する者は、使用する農薬の

取扱説明書をよく読み、毒性、使用方法

等について熟知しておくこと。 
エ 特定毒物は、地方公共団体及び農業団

体など政令で定められている者以外は使

用が認められていないので、個人では使

用しないこと。また、団体は、政令（毒

物及び劇物取締法施行令）に定められた

届出を行ったかどうか確認すること。 
オ 作物残留性農薬、土壌残留性農薬、又

は水質汚濁性農薬に指定されている農薬

は、定められたとおりに使用すること。 
カ 農林大臣が定める農薬安全使用基準に

定められている農薬を使用するときはそ

の基準に従って使用すること。 （注３） 
キ 使用する農薬は、なるべく低毒性の農

薬であることが望ましい。また、飼料作

物、牧草等に農薬を散布するときは、家

畜に危害のない京薬を使用し。かつ、乳

肉等に残留する農薬は使用しないこと。 
ク 防除計画等の資料とするため、防除日

記等の記帳を確実に行うこと。万一の事

故に備えて農薬の名称及び毒物、劇物な

どの区分などを記録しておくとともに、

毒性の程度や応急手当、解毒方法などを

研究しておくことが望ましい。 
4．防除作業前の注意 

(1)農薬を散布する圃場は、散布直後（特定毒物

にあっては１週間）に入らないですむよう

に、あらかじめ除草等の管理作業を行って

おくこと。 
(2)水道、河川、池、沼等を汚染しないように、

また、居住者、通行人、家畜等に被害を及

ぼさないように散布地域について十分考慮

すること。 
(3)特定毒物を散布するときは、防除実施の目的、

区域及び期日等が公示されているかどうか

を 確認するとともに、防除実施地域附近

の住民にとくに周知させておくこと。  

また、防除区域を明示する標識がなされて

いるかどうかを確認しておくこと。 
(4)防除作業の前日は、飲酒、徹夜等をさけて体

の調子を整えておくこと。 
(5)作業に従事する人数は適正な交代要員を確

保すること。特定毒物を使用する場合は特

に注意すること。 
(6)防除作業に従事するものは、農薬の付着、吸

入等による被害防止のため、それぞれの作

業に適応した保護具を使用し、危険のない

完全な服装であること。また、衣服の一部

や頭髪、手拭等が防除機、トラクター等に

巻き込まれないよう服装をととのえること。 
(7)自走式防除機及び乗用型トラクターによる

作業に従事する場合には、安全用ヘルメッ

トを着用すること。 
(8)子供や家畜等を農薬散布現場に近づけない

こと。 
 
5．農薬運搬上の注意 
(1)農薬を運搬するときは、袋が破れたりびんが破

れたり栓がゆるんだりして、容器から、又は振

動や傾斜等によって防除機等から農薬がこぼ

れないよう注意して運ぶこと。 
(2)農薬を弁当などの飲食物と一緒の箱等に入れ

て運搬しないこと。 
6．散布液の調整時の注意 

(1)散布液の調整は、慣れている人か、又は、慣

れた人の指導のもとに、農薬が人体に付着し

ないよう準備を整えたうえ取り扱いに注意
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して行うこと。 
(2)散布液を調整するときは、次のことを守り、

混合撹伴するときには水滴がはね飛ばない

ように注意すること。 
ア 散布液の濃度は、規定どおりとし、みだ

りに濃度を高めないこと。 
イ 散布液の分量は、当日使いきってしまえ

る量であること。 
ウ 薬液をはかるときは、びんの周囲に薬液

がこぼれないように注意し、計り終ったら

１回ごとに必ず栓をしておくこと。もし、

びんの周囲に薬液がついたときは、布切れ

などでよく拭きとり、拭きとった布切れ等

は危険のないよう焼き捨てる等の処分を

すること。 
エ 乳剤の調整にあたっては、原液を、はじ

め少量の水に溶かしたのち、除々に所定量

の水と混合し、よくかきまぜること。 
オ 水和剤の調整にあたっては、粉末を少量

の水で湖状によく練ってから、除々に所定

量の水を加えながらよくかきませて散布

液をつくること。 
カ 濃厚な農薬をこぼした時の汚染された

部分の土は、地下水の汚染のおそれのない

よう注意して地中深く埋めること。 
キ 農薬が皮膚についたときは、直ちに石け

ん水でよく洗うこと。 
 
7．防除作業中の注意 
 (1) 一般的注意 

ア 特定毒物を使用することを認められて

いる農業団体等は、一定の資格を有する

技術者の指導のもとに実施すること。指

導者は自ら作業に従事することなく、作

業者１人１人の行動をよく監視し、過労

気味であったり、服装が不完全なものは

交代させるか、適材適所に配置して無理

のないようにすること。 
イ 散布作業に慣れてくると、油断して取

り扱いが粗雑になりがちになるので、作

業にあっては、指導員の指示に従うなど

のほか各自でよく注意すること。 
ウ 農薬による中毒をさけるため、作業は

暑い時をさけて比較的涼しい時に行うこ

と。 
エ 作業をはじめるときは、附近の居住者

及び通行人や農作物等に対し、危害、薬

害を及ぼさないよう防除の時間、風向等

を十分考慮して行うこと。 
オ 特定毒物以外の農薬を散布するときで

も、同一人が連続して作業に従事するこ

となく、交代で作業に従事することが望

ましい。 
カ 園芸施設、倉庫等室内で防除作業を行

うときは、特に農薬の吸入、付着をさけ

るよう適正な保護具をつけるとともに作

業には十分注意すること。 
キ 果樹園のように高い所へ農薬を散布す

るときは、特に農薬散布用保護衣（防水

したもの）を着用のほか、ずきんのよう

な頭から肩まで覆うことのできる帽子又

は防除用ネットのついた帽子を着用して

安全をはかること。 
ク 作業中は喫煙は慎み食事の前には必ず

手や顔を洗いうがいをすること。 
ケ 作業中少しでも体の調子の悪いときは、

直ちに医師の診断を受けること。医師に

農薬名、作業状況等を正確に知らせるこ

と。 
 (2)防除機の運転操作 

ア １０アール（又は１ヘクタール）当たり

散布量に応じた作業速度を保つとともに、

散布幅の両端が重複して散布むらや薬害

を起こさないよう作業を行うこと。 
イ エンジン等の回転部分の音をよく聞き、

異状のある時は直ちに停止し、点検するこ

と。 
ウ 動力噴霧機の本体では圧力計の指示圧

力が最高使用圧力以下であることを確か

めるとともに、調圧弁は、吸い込み量の１

０～２０パーセントが余水としてタンク

側に戻るよう常に作動させておくこと。 
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エ 河川、池等から水を吸い上げるときは、

泥等を吸い込まないよう注意するととも

に、時々ストレーナのつまりを点検し、清

掃すること。 
オ 散布にあたっては、風向を考え、風下か

ら風上に逐次散布し常に体を風上側にお

き、農薬を浴びないようにすること。作業

が終了した区域を再び通過すると、作物に

散布された農薬が作業者に付着するから、

あらかじめ決められた作業頗序に従うこ

と。 
力 作業に従事する者以外をノズルや噴頭

に近づけると、農薬を浴びたり、帯電によ

るショツクを起こすから作業中は近づけ

ないこと。 
キ 散布された農薬の一部が、作業者の足も

とにかからないよう、噴霧管や噴管との間

隔を十分にとること。散布液をひどく浴び

たときは、直ちに体を洗い、衣服をかえる

こと。 
ク 吐き出し圧力と吐き出し量の大きいノ

ズルにあっては、作業者はノズルの反力を

受けとめる姿勢をとるとともに、転倒しな

いよう足場を確保すること。 
ケ ホースは、ノズル保持者が転倒しないよ

う、作業速度に合わせて巻きとること。 
また、強い力で引いて接続金具との結合部

がはずれないよう注意すること。 
コ 背負動力散布磯にあたっては、農薬の吹

き出しを防ぐため、タンクのふたを確実に

閉じること。また、肩あて、背あてクッシ

ョンを適切な位置におき、人体に伝わる振

動を少なくすること。また、深田での圃場

内作業や、弱い畦畔では転倒しないよう注

意すること。 
サ 散粉又は散粒用多目ホース噴頭にあた

っては、繰り出し及び巻き取り時に破損を

調べるとともに、作業中は作物や障害物に

接触しないように注意すること。また、噴

頭を著しく縮めて使用しないこと。 
シ 走行式動力散布磯にあたっては、次のこ

とに注意すること。 
1)作業中は、機体や運転者が障害物に接触

しないよう、前方並びに側方に注意する

こと。 
2)圃場末端での回行又は後進時には、道路

の幅員と隅切りを確かめ、被けん引部の

ある場合は、被けん引車の車輪の移動に

注意すること。また、最少回行半径より

大きい半径の回行面積を確保すること。 
3)登坂時には、傾斜の路面の状態に注意し、

被けん引型では車輪のスリップを、トラ

クター装着型では前後のバランスに注

意すること。また、なるべく等高線にそ

って走行すること。 
4)見通しの悪い交叉点又は踏切り等を通過

することが多い場合は、自走式乗用型で

車体前面と乗員座席の位置が著しく離

れているものにあっては、側写鏡を装備

する等によって左右の安全を確認でき

るように措置を講ずること。 
ス 動力土壌消毒機にあっては、常に液もれ、

注入深さ、圧封装置を点検しながら作業す

ること。 
セ 油性の農薬を使用する煙霧磯では、発生

する煙霧に火を近づけないこと。 
 
8．防除作業後の注意 

(1)特定毒物に指定された農薬を亜布した後は、

その圃場に赤旗を立て、危険であることを

示すこと。また、必要日数を経過したとき

は取りはずすこと。更に、定められた期聞

内は、水じりを開けないこと。 
(2)使用残りの少量の散布液があるときは、人畜、

農産物、水産動植物に害のないよう地下水

の汚染のおそれがない土中に埋める等の処

分を行うこと。 
(3)使用後の残った農薬は、密封、密栓し、未使

用の農薬と一緒に保管すること。特定毒物

は必ず責任者が集め、作業者が持ち帰るこ

とのないよう特に注意すること。 
(4)農薬の空袋、空びん等は、そのまま放置する
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ことなく焼却父は埋没等の方法により安全

に処分すること。また、防除機及び器具類

を洗浄した水の処理は、危被害の起こらな

いよう十分注意すること。 
(5)作業後の防除機の点検整備及び長期に格納

する場合の点検整備は、高性能農業機械点

検基準に定められた項目に従って確実に行

うこと。 
(6)保護衣、豊薬用マスク、手袋等の保護具は十

分に手入れし、次の作業のため保管するこ

と。 
(7)防除作業を終了し、農薬、防除機等の後始末

が終った後、直ちに入浴するか又は手足、

顔等を石けんでよく洗い、うがいをするこ

と。 
(8)着衣類は下着まで全部取り替え、十分に洗濯

すること。作業に使用した衣類は、翌日そ

のまま着用することのないよう注意するこ

と。 
(9)作業に従參した日は飲酒をやめ、夜ふかしを

せず、休養につとめること。気分が少しで

も悪くなったら医師の診断を受けること。 
(10) 使用農薬、対象病害虫、使用方法、作業

時間等は、その日のうちに確実に防除日誌

等に記録しておくこと。 
 
9．そ の 他 

(1)防除作業に専従する人は、一定時間ごとに

健康診断を受けることが望ましい。 
(2)防除計画書を作成し、防除日時、使用農薬

等について記録すること。この場合、なる

べく同一人が連続して防除作業にあたら

ないよう留意すること。 

（注 1）保護具の選択及び使用にあたっては、

次のことを注意すること。 
①保護衣 
通気性のあるしかも防水度の高く、涼しく

着られるものを選ぶこと。また、安心して

農薬散布が出来る安全度の高いもの、作業

のしやすいものを着用すること。 
②防除用ずきん 
首や肩がかぶさるようにつばをつけ、更に

防水加工したものがよい。 
③手袋 
農薬が浸透しづらく、また、作業中に手に

汗が出てもすべらないような手袋を使用

するとよい。 
④ゴム前掛け 

農薬調整時には、厚地の幅のある長いもの

を使用し、農薬の飛散による浸透を防ぐこ

と。 
⑤保護眼鏡、保護マスク等 
保護眼鏡、保護マスク、ゴム長靴、簡易洗

眼器及び保護クリーム等は適正なものを

選ぶこと。 
（注 2）保護マスク（防じんマスク）は、国

家検定及び農作業安全推進団体推

奨によるもの、その他保護衣、保護

用ネットは農作業安全推進団体推

奨によるものがある。 
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調　整 Ｓ－２３０９３０Ｇ

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 １ ０ ６ １ 番 地 ２
 TEL 0123-26-1123
 FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 １ ０ ６ １ 番 地 ２
 TEL 0123-22-5131
 FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ１１９１番地４４
 TEL 0162-82-1932
 FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 ２ ２ 条 北 １ 丁 目 １ ２ 番 地 ４
 TEL 0155-37-3080
 FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 ２ 丁 目 １ ６ 番 ２
 TEL 0153-72-2624
 FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第１１地割１２０番３
 TEL 0198-46-1311
 FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井５丁目２１－１
 TEL 022-353-6039
 FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 ２ ５ １ ２ － １
 TEL 0285-49-1500
 FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 ６ ７ ８ － １
 TEL 0568-75-3561
 FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野７０４－１０３
 TEL 086-243-1147
 FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 １ ６ ３ ９ － １
 TEL 096-389-6650
 FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊１００３－２
 TEL 0986-53-2222
 FAX 0986-53-2233




